
 
新年度のスタート 

                  校 長  伊藤映美子 

 

例年より早い春の到来が桜吹雪を土気小にも降らせています。おたま池にも桜の花びらがいっぱいです。あいにく

の雨でしたが、先日４月１０日（金）に令和８年度の入学式を挙行いたしました。かわいい新入生６１名を迎え、こ

れで土気小学校は全校児童３４３名の子供たちとスタートを切ることができました。 

この度の異動により校長に着任いたしました伊藤映美子です。大椎小学校からまいりました。土気地区と再びご縁

があり、土気小学校に赴任することができ喜びでいっぱいです。大きなむくろじの木に迎えられ、緑と花に囲まれた

校舎と元気いっぱい笑顔がすてきな子供たちと会えてうれしいです。昨年同様、本年度も保護者の皆様、地域の皆様

の土気小学校へのご支援・ご協力をどうぞよろしくお願いします。 

 

学校教育目標 

自ら学ぶ意欲をもち、心豊かでたくましい子供の育成 
 

【目指す児童像】 

 思いやりのある子   ・・・相手を思いやり、お互いを認め合う子供を育てる。 

 自ら学びよく考える子 ・・・主体的に学習に取り組める子供を育てる。 

 たくましく行動できる子・・・心身の健康づくりに取り組み、努力する心をもつ子供を育てる。 

 

【 ４中旬～５月の行事予定について 】 つ＝つくし学級  SW＝セーフティウォッチャー 

(月) (火) (水) (木) (金) (土) 

4/13  

 

 

4/14 市教研 

委員会活動 

4/15 再振替 

尿検査 

1・2・4・6年 発育

測定・運動器健診 

4/16  

つ・3・5年 発育

測定・運動器健診 

4/17 

PTA総会 

学級懇談会 

4/18 

4/20  

視力・聴力検査 

4/21  

避難訓練 

 

 

4/22  

 

4/23  

1年給食開始 

6年全国学力学習状況調査 

4/24 SW委嘱式 

１年生を迎える会 

4/25 

4/27 

１年通常日課開始 

6年児童質問調査 

4/28 

ひばりタイム 

4/29 

昭和の日 

4/30  

防犯訓練 

 

5/1 

6年 3Dスコリオ検査 

5/2 

 

5/4 

みどりの日 

5/5 

こどもの日 

5/6  

振替休日 

5/7 短縮 4 

尿検査一次二次 

5/8 

 

 

5/9 

 

                                                
  令和８年４月１５日 
 
千葉市立土気小学校 

学校だより ４月 
むくろじ 
 

学校ホームページhttps://www.city.chiba.jp/school/es/049/index.html 

地域訪問・朝清掃 

http://#


(月) (火) (水) (木) (金) (土) 

5/11 学校評議員会 

１年眼科健診 

5/12 委員会活動 

運動会係児童打合せ 

5/13  

PTA常任理事会 

5/14 

 

5/15 

 

5/16 

 

 

5/18 

教育実習開始 2名 

5/19  

市教研 

5/20 

運動会係児童打合せ 

5/21 

 

5/22 短縮４ 

5・6年運動会前日準備 

 

5/23 

運動会 

 

5/25 

振替休業 

5/26  

運動会予備日② 

ひばりタイム 

5/27 

尿検査二次 

内科・運動器健診 

5/28 

4-1・6年歯科健診 

5/29 

 

5/30 

 

 
 
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ お知らせ・お願い ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 

【 給食費・学校徴収金の口座振替のお知らせ 】 

 令和７年度第 9期の振替（3月 25日実施）ができなかった方に、４月 15日(水)に再振替を行います。前日ま

でに必要な金額を登録口座にご用意ください。（お問い合わせ → 千葉市教育委員会・保健体育課 ℡043-245-5909） 

 

【 令和 8年度入学式 （61名が入学しました） 】 

 ４月 10日（金）に１年生 61名が入学し、全校児童 343名がそろいました。少し緊張した面持ちで入場して

きた１年生。名前を呼ばれると「はい」と元気よく返事をする姿がかわいかったです。また、校長式辞や６年生の

代表２名による「お迎えの言葉」を熱心に聞き、期待を膨らませているようでした。なお、在校生を代表して５・

６年生全員が参加しました。思いを込めて校歌を斉唱し、大きな拍手で新入生を迎えました。 

 １年生が早く学校生活に慣れるよう、全職員で見守ってまいります。 

 

【 生命（いのち）の安全教育月間について 】 

  千葉市は、子供たちが性暴力の加害者や被害者、傍観者にならないための教育や啓発の充実を進めています。毎

年４月を「生命（いのち）の安全教育月間」とし、子供たちに生命の尊さやすばらしさ、自分を尊重し大事にする

こと、一人一人が大事な存在であること等を伝えます。 

 

【 学校における合理的配慮の提供・外部機関との協力について 】 

  平成 28年４月１日から、公立学校において合理的配慮の提供が義務となっております。合理的配慮は、子供に

合った必要かつ適当な変更及び調整で、特定の場面において必要とされ、過度な負担を課さないものです。学校に

合理的配慮の提供を求める場合は、学校（学級担任）に申し出てください。 

また、子供たちへの指導・支援をよりよく行うために、必要に応じて警察等の外部機関に相談することがありま

す。あらかじめご了承ください。 


